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令和８年度川島町(教育委員会)会計年度任用職員募集案内 

１ 応募受付期間 

募集人数が充足されるまでの間 

２ 募集職種及び募集人数 

職種 職務内容 募集人数 

校務員 校内の環境維持、諸事の補助等 １名 

校務員（給食配膳員） 給食配膳の補助、校内の環境維持、諸事の

補助等 

１名 

 

３ 勤務条件等 

任用期間 
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※任用後、１月間は条件付採用 

勤務時間 
別紙募集一覧を確認してください。 

※業務の必要から時間外勤務が発生する場合があります。 

勤務日数 平日週５日 

休日 

週休日：土曜日、日曜日 

休日：国民の祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日） 

   春、夏、冬休み 

休暇 

１ 年次有給休暇（１週間の勤務日数等により決定します。） 

２ その他休暇 

   有給休暇：結婚・忌引・夏季休暇等 

   無給休暇：病気・看護・介護休暇等 

※付与条件等については、町の規則によります。 

勤務場所 町立小・中学校 

報酬（給料） 
別紙募集一覧を確認してください。（時給は変更になる場合があります。） 

支給日は、勤務した月の翌月２０日です。 
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※報酬（給料）の額は、常勤職員の給料月額を定める給料表を基礎に、職種、

業務内容、勤務形態等に応じて決定します。 

そのため、人事院勧告等を踏まえ、給料表の額に変更が生じた場合は、時間

額が増減することがあります。 

諸手当(相当額) 

期末・勤勉手当：任用期間が６か月以上で、週の勤務時間に応じて 

１２月期に、常勤職員の例により支給します。 

※支給月数は在職期間により異なります。 

※人事院勧告に伴い、支給月数は増減することがあ 

ります。 

通勤手当：常勤職員の例により、通勤距離に応じて、費用弁償として支

給します。 

その他手当：時間外勤務又は休日勤務が発生した場合は、その勤務に応

じて報酬に加算又は手当を支給します。 

加入保険 

地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるとこ

ろにより、それぞれの保険に加入します。（基準を満たさない場合は、加

入しないものがあります。） 

公務災害 
町の非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険のいずれか

（勤務職場で異なります）が適用されます。 

身分・服務 

１ 一般職の地方公務員（非常勤）  

２ 地方公務員法の服務及び懲戒に関する規定（服務の宣誓、法令等及

び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る

義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限が適用されます 

４ 応募資格 

・年齢制限はありません。 

・地方公務員法第１６条のいずれかに該当する場合は応募できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

② 川島町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せら

れた者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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５ 選考方法 

会計年度任用職員選考申込書による書類選考及び個別面接 

※個別面接は必要に応じて実施します。 

※面接の際、大規模災害時に災害対応業務に就くことの可否についてお伺いすることがあります。 

なお、そのことが選考の結果に影響を与えるものではありません。 

６ 応募から採用まで 

（１） 会計年度任用職員の任用を希望する方は、下記申込み方法により申込書を提出してください。 

（２） 申込書の内容を基に書類選考及び個別面接を実施します。（個別面接は必要に応じて実施し

ます。実施する場合は、担当課から日程を連絡します。） 

（３） 選考の結果を全員に文書あるいは電話で連絡します。（面接後１０日以内） 

（４） 受験資格がないこと、または申込書記載事項などが正しくないことが明らかになった場合は、

採用されないことがあります。 

７ 申込み方法 

（１） 提出書類 

・会計年度任用職員選考申込書 

（町ホームページからダウンロードするか、提出先の窓口で配付しています。） 

（２） 提出方法 

提出書類一式を封筒に入れ、下記提出先に郵送または持参してください。 

※郵送の場合は、簡易書留により郵送してください。簡易書留によらないものの事故につ

いては責任を負いません。 

※持参の場合の受付は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。（土・日・祝日は受

け付けていません。） 

（３） 提出先 

〒350-0192 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1 

      川島町教育委員会 教育総務課 学校教育グループ 

 

（４） その他 

・ご提出いただいた個人情報は、本町における任用以外の目的で利用することはありませ 

ん。 

・提出書類は返却いたしません。予めご了承ください。 

 


